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（別紙３－２） 

ハ号物件説明書 

 

１． ハ号物件は，「ハウジング（１２）」と「副組立体（４０）」とを備え

ており，これらがねじによって止められている（図１および４参照）。「副組

立体（４０）」は「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」とこれらを収容

する副組立体ハウジングと出力軸を備えており，「電動機（４２）」の回転が

「減速機構（４４）」によって減速されて出力軸に伝達されて出力される（図

１参照）。 

「減速機構（４４）」は，遊星歯車機構と歯車列によって構成され，副組

立体ハウジング（図示なし）の内部に設置されている。「減速機構（４４）」

の減速比（「電動機（４２）の回転数と「副組立体（４０）」の出力軸の回転

数の比）は，１３４．４：１となっている。 

 

２． 「副組立体（４０）」を構成する「電動機（４２）」と「減速機構（４

４）」は，「電動機（４２）」の「出力軸（４６）」に形成された歯車と減速機

構を構成するギアとが噛み合った状態で互いに接続された状態で副組立体

ハウジングに収容されており，両者は一体となって動作する。このため，「電

動機（４２）」と「減速機構（４４）」を別々に操作することはできない。 

また，ねじ（図４参照）のそれぞれは，副組立体ハウジングに形成された

２つのねじ穴と「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングに形成された

ねじ穴に入り込み，これにより，「副組立体（４０）」は，「ハウジング（１

２）」にねじ止めされる。 

 

３． 「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングの内部に一対のブレー

キパットが設けられており，これらブレーキパッドが車輪のディスクホイー
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ルに取り付けられたプレート部を挟むことで，車輪の回転が制動される。 

 

４． 「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングの内部には，シリンダ

部，スピンドル（２６），ナット（３０）及びブレーキピストン（１８）が

設けられている。副組立体（４０）の出力軸はスピンドル（２６）に結合さ

れており，出力軸の回転に伴いスピンドル（２６）が回転する。ナット（３

０）はスピンドル（２６）の外側に設けられ，スピンドル（２６）に形成さ

れたねじ部と螺合している（以上につき，図２および３参照）。 

「ブレーキピストン（１８）」は円筒状に形成され，一方のブレーキパッド

と接触している。 

 

５． また，「ナット（３０）」の外側に形成された突起が「ブレーキピスト

ン（１８）」の内周面に形成された溝に入り込んでおり，これにより「ナッ

ト（３０）」は「ブレーキピストン（１８）」に対して回転不能となるように

配置される（図３参照）。「スピンドル（２６）」が回転すると，これに螺合

する「ナット（３０）」が「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に

沿って図１の右方向に移動し，「ブレーキピストン（１８）」を「ブレーキピ

ストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿って図１の右方向に押し出す。これ

により，「ブレーキピストン（１８）」がブレーキパッドを付勢し，車輪が制

御される。 

一方，「電動機（４２）」の出力軸を逆回転させ（「スピンドル（２６）」

を逆回転させ）ると，「ナット（３０）」が「ブレーキピストン（１８）の中

心軸線（Ａ）」に沿って，図１の左方向へと移動する。これにより，「ブレー

キピストン（１８）」によるブレーキパッドへの付勢が解除されるため，車

輪の制動も解除される。 

このように，「電動機（４２）」の出力軸の回転により，「ナット（３０）」
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（及び「ブレーキピストン（１８）」）は「ブレーキピストン（１８）の中心

軸線（Ａ）」に沿って移動する。 

 

６．シリンダ部には「液圧室（１６）」が設けられており，ブレーキ液が満

たされている。運転者が手動のブレーキ操作を行うと，図示しない液圧式加

圧装置からのブレーキ液圧が「液圧室（１６）」に供給され，「ブレーキピス

トン（１８）」のみを「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿っ

て図１の右方向に押圧する（「ナット（３０）」は移動しない）。これにより，

ブレーキパッドが「ブレーキピストン（１８）」によって付勢され，車輪が

制動される。  
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【図１】 

（甲第３号証の２の図１から転載。なお，「減速歯車（４４）」は「減速機構

（４４）」の誤記である。） 
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【図２】 

（甲第３号証の２の図２から転載。） 
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【図３】 

（甲第３号証の２図３から転載。） 
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【図４】 

（甲第３号証の２図４から転載。） 

 

以 上 
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（別紙４）  

被告製品説明書  

 

（製品型番：「１４１１４０－９００１１－Ｅ」  

「１４１１５０－９００１１－Ｅ」）  

 

１． 被告製品は，アクチュエータ組立体１０とキャリパ組立体２０と，これらを取

り付けるための締結ネジ３０から構成されている。アクチュエータ組立体１０は，

電動モータ１２と減速機構１４と，これらを収容するアクチュエータハウジング１

６と，出力軸１８を備えており，電動モータ１２の回転が減速機構１４によって減

速されて出力軸１８（図２参照）に伝達されて出力される。  

 減速機構１４は，遊星歯車機構と歯車列によって構成され，アクチュエータハウ

ジング１６の内部に設置されている。減速機構１４の減速比（電動モータ１２の回

転数と出力軸１８の回転数の比）は，１３４．４：１となっている。  

 

＜図１：被告製品の外観図＞  

 

２． アクチュエータ組立体１０を構成する電動モータ１２と減速機構１４は，電動
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モータの出力軸１２ａ（図２参照）に形成された歯車と減速機構を構成するギヤと

が噛み合った状態で互いに接続された状態でアクチュエータハウジング１６に収

容されており，両者は一体となって動作する。このため，電動モータ１２と減速機

構１４を別々に操作することはできない。  

 また，締結ネジ３０のそれぞれは，アクチュエータハウジング１６に形成された

ネジ穴１６ａ，１６ｂと，キャリパ組立体２０のキャリパハウジング２２に形成さ

れたネジ穴２２ａ，２２ｂに入り込み，これにより，アクチュエータ組立体１０は，

キャリパ組立体２０の所定の角度位置にねじ止めされる。  

 ここで，アクチュエータ組立体１０がキャリパ組立体２０にネジ止めされていな

い（すなわち固定されていない）状態では，アクチュエータ組立体１０をキャリパ

組立体２０に対して回転させることはできるが，回転の途中でアクチュエータハウ

ジング１６がキャリパ組立体２０に設けられたボルト２４またはキャリパ組立体

２０のボルト２４を支持する部分に引っかかるため，引っかかる部分に相当する角

度位置でアクチュエータ組立体１０をキャリパ組立体２０に固定することが物理

的にできない構造となっている。よって，あらゆる任意の角度位置でアクチュエー

タ組立体１０をキャリパ組立体２０に取り付けることはできない。  

 

３． 図２は，被告製品の内部構造を概略的に示したものである。被告製品では，キ

ャリパハウジング２２の内部に一対のブレーキパッド２６ａ，２６ｂが設けられて

おり，これらブレーキパッド２６ａ，２６ｂが車輪のディスクホイール（図示せず）

に取り付けられたプレート部２８を挟むことで，車輪の回転が制動される。  
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＜図２ 被告製品の内部構造の概略図＞  

 

４． キャリパハウジング２２の内部には，シリンダ部３２，スクリュー部材３４，

ナット部材３６及びブレーキピストン３８が設けられている。アクチュエータ組立

体１０の出力軸１８はスクリュー部材３４に結合されており，出力軸１８の回転に

伴いスクリュー部材３４が回転する。ナット部材３６はスクリュー部材３４の外側

に設けられ，スクリュー部材３４に形成されたねじ部と螺合している。  

 ブレーキピストン３８は円筒状に形成され，図中左側の端部によって一方のブレ

ーキパッド２６ａと接触している。  

 

５． また，ナット部材３６の外側に形成された突起がブレーキピストン３８の内周

面に形成された溝に入り込んでおり，これによりナット部材３６はブレーキピスト

ン３８に対して回転不能となるように配置される。スクリュー部材３４が回転する

と，これに螺合するナット部材３６が軸（Ａ）に沿って左方向に移動し，ブレーキ

ピストン３８を軸（Ａ）に沿って左方向に押し出す。これにより，ブレーキピスト

ン３８がブレーキパッド２６ａを付勢し，車輪が制動される。  

 一方，電動モータ１２の出力軸１２ａを逆回転させ（スクリュー部材３４を逆回

転させ）ると，ナット部材３６が軸（Ａ）に沿って右方向へと移動する。これによ
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り，ブレーキピストン３８によるブレーキパッド２６ａへの付勢が解除されるため，

車輪の制動も解除される。  

 このように，電動モータ１２の出力軸１２ａの回転により，ナット部材３６（及

びブレーキピストン３８）が軸（Ａ）に沿って移動するが，他の部材が軸（Ａ）に

沿って移動することはない。  

 

６． ここで，アクチュエータ組立体１０がキャリパ組立体２０にネジ止めされてい

ない（すなわち固定されていない）場合，アクチュエータ組立体１０がキャリパ組

立体２０に対して回転可能となってしまうため，電動モータ１２が駆動してアクチ

ュエータ組立体１０の出力軸１８が回転しても，その回転トルクをスクリュー部材

３４に安定して伝えることができない。そうなると，電動モータ１２が回転，逆回

転をする度にアクチュエータ組立体１０がキャリパ組立体２０に対して所定角度

の範囲内で回転してしまい，ブレーキピストン３８によるブレーキパッド２６ａへ

の付勢を安定して制御することができないばかりか，アクチュエータ組立体１０が

キャリパ組立体２０から分離する可能性もあるため，ブレーキ製品として正常な動

作を維持することができない。  

 

７． シリンダ部３２にはブレーキ液室Ｐが設けられており，ブレーキ液が満たされ

ている。運転者が手動のブレーキ操作を行うと，図示しない液圧式加圧装置からの

ブレーキ液圧がブレーキ液室Ｐに供給され，ブレーキピストン３８のみを軸（Ａ）

に沿って左方向に押圧する（ナット部材３６は移動しない）。これにより，ブレー

キパッド２６ａがブレーキピストン３８によって付勢され，車輪Ｗが制動される。 

 

以 上  
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（別紙５－１） 

ニ号物件説明書 

 

ニ号物件は，ハ号物件における「副組立体（４０）」の補修用部品であり，

「副組立体（４０）」に相当する構成を有している。 

 

以 上 

  



 

13 

 

（別紙５－２） 

ホ号物件及びヘ号物件説明書 

 

ホ号物件及びヘ号物件は，いずれもハ号物件における「ハウジング（１

２）」の補修用部品であり，「ハウジング（１２）」に相当する構成を有して

いる。 

 

以 上 

 


